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新型コロナウイルス感染症発生下における 
医療提供体制及び検査体制の現状について 

 

令和２年５月１９日 

福 島 県 

 

１ 医療提供体制について 

（１）現 状 

 〇 当県における陽性者は８１名であり、入院者１３名及び宿泊療養者２名

の１５名に医療提供を行っており、病床利用率は確保病床２２９床に対し

て５．７％である（５月１８日現在）。 

 〇 病床利用率のピークは４月８日の４６．４％で、当時の確保病床数５６床

に対して２６名が入院となったことから病床確保が逼迫しつつあった。 

 〇 現在、帰国者・接触者外来は３６医療機関で実施している。 

 〇 地域外来（いわゆる発熱外来）は、郡市地区医師会や病院を中心に５か所

に設置済であり、さらに増える見込みである。 

 

（２）対応状況 

 〇 病床確保目標については、４月２８日開催の第３回県医療調整本部会議

において、患者数が増加した場合に備え、最大８００床程度（重症２０床、

中等症２００床、軽症・無症状６００床）とした。 

 〇 現時点の確保病床等については、県医師会等の関係機関の協力により、Ｉ

ＣＵ等（１５床）を含む２２９床を確保するとともに、軽症者等を対象とし

た宿泊療養施設３００室を確保し、受入病床等数は合わせて５２９床とな

っている。 

 

（３）医療提供体制に関する現状認識 

 〇 当県ではピーク時の確保想定を８００床程度としており、現在の確保病

床等数５２９床については、現時点の感染状況、さらには一定程度の感染拡

大に対しては対応可能な規模と認識している。 

 〇 緊急事態措置解除後の影響を注視しつつ、当面は現体制を維持する。 

 〇 リスク管理の観点から、従来の確保目標として掲げていた８００床につ

いては、感染拡大状況を踏まえつつ、必要に応じて確保を進めていく。 

 

（４）今後の課題 

 〇 感染症指定医療機関を始め、入院協力医療機関においては、陽性患者の受
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入病床の確保、院内感染防止のための周辺の空床措置、院内感染防止対策、

手術等の延期、入院制限、外来制限、人員確保等に取り組んでおり、対応の

長期化に伴い、医療従事者の負担や病院の経営等に影響が生じている。 

 〇 政策的に病床確保を進めていくには、空床補償範囲の拡大や入院稼働に

見合う補償単価の設定など医療機関の負担に見合う措置が不可欠であり、

当県では、国の補助単価への上乗せや対象外経費への独自支援を行うこと

としているが、本来、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金におい

て措置すべきものであり、対象範囲を拡大するとともに、十分な交付額の確

保をお願いしたい。 

 

２ PCR検査体制について 

（１）現状と対応状況 

 〇 PCR検査については、帰国者・接触者外来で医師が必要と認めた場合に行

政検査を実施している。 

 〇 ５月１８日現在で、本県の検査可能検体数は、衛生研究所及び中核市保健

所で１００検体、民間機関への委託で１００検体の合計２００検体となっ

ている。一方、検査実施数は、１日の検査最大数が１４６件、１００件を超

えた日は６回となっている。 

 

（２）PCR検査体制に関する認識 

 〇 当県では、現在２００検体分の検査体制を確保するとともに、さらに検査

機器整備により１２０検体分を増強予定である。 

 〇 このほか、医療機関における民間検査機関への委託拡大も行っており、一

定程度の感染拡大局面には対応可能な体制と認識している。 

 〇 ただし、リスク管理の観点から更なる感染拡大局面も想定し、民間検査機

関等を活用し、検査体制の強化を図っていく。 

 

（３）今後の課題 

 〇 PCR検査について、現時点で逼迫した状況とはなっていないが、クラスタ

ーの発生や第２波への備えとして余裕があるとは言いがたい。 

 〇 検査に係る衛生研究所等の人員体制についても、現状ではこれ以上の実

施は難しい。 

 〇 民間検査機関への検査業務を委託するための事業が包括交付金では認め

られていないため、経費の捻出が困難となっている。民間等への委託増加な

どにより、更なる検査可能数の上積みを行う必要があるため、検査委託事業

を認めていただくようお願いしたい。 


